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節電の先のスマートエネルギー都市へ 

東京都では、キャップ＆トレード制度の導入など先導的な気

候変動対策を通じて、省エネルギーと再生可能エネルギー導入

拡大を進めてきた。 
東日本大震災後の電力危機に際しては、こうしたこれまでの

気候変動対策の積み重ねを活かして、電力需給両面に渡る緊急

対策に取り組んだ。 
需給のひっ迫が懸念された 2011 年夏、多くの家庭や事業所

で節電に取り組んだ結果、東京電力管内の 大電力は 2010 年

よりも約 1,000 万 kW 削減され、電力危機は回避された。 
その後、秋から冬、さらに今年の春にかけての電力需要を見

ると、震災前に比べ 400 万 kW 程度の節電が継続しており、電

力需要が下方にシフトするという構造変化が現れている。 
また、昨年の電力危機を契機に新たな省エネビジネスが生ま

れ、 先端技術を駆使した低炭素ビルの建設も加速するなど、

東京の省エネルギーの取組は新たな段階に入っている。 

 

 

一方、人類の生存基盤である地球環境の現状を見ると、気候

変動の危機はますます深刻化し、異常気象も頻発している。し

かしながら、我が国では当面、火力発電の比重が高まり、この

ままでは温室効果ガスの排出量が増加することは必至である。

温室効果ガスを削減する観点からも省エネルギーの一層の推進

が必要となっている。 

併せて、想定されている首都直下型地震のような緊急時にあ

っても都民生活を守り首都の中枢機能を維持していくために、

エネルギーの多元化により防災力を高めることが大きな課題と

なっている。 

同時に、アジアの都市間競争の中で東京が引き続き選択され

続けるためには、東京の競争力の中核である高い知的生産性を

維持できる快適なオフィス環境や、くつろぎのある住環境を確

保することも不可欠である。 
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こうした状況を踏まえ、今後の東京が目指すべきは、昨夏の

経験を活かしてエネルギー使用における無駄の排除と「賢い節

電」の徹底・定着を進めていくことであり、更にその先に、低

炭素・快適性・防災力を同時に実現する「スマートエネルギー

都市」への転換を図ることである。 

 

そこで、この「東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進

方針」では、 

■2012 年夏以降に取り組むべき「賢い節電」の方針 

■将来のスマートエネルギー都市の実現を目指して東京都

が進めていく取組 

をとりまとめた。 

 

 

東日本大震災と原子力発電所の事故により我が国の電力エネ

ルギー政策は抜本的な見直しを迫られている。電力供給体制を

変革するとともに、電力需要の面においても節電・省エネルギ

ーを促進する仕組みを構築していくことが必要である。 

東京には、我が国全体の省エネルギー・エネルギーマネジメ

ントを先導する責任がある。 

今後、東京都はここに示した方針に基づき、省エネルギーと

エネルギーマネジメントの更なる推進を図っていく。 
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    §§11  ここれれままででのの取取組組とと成成果果  
～～電電力力不不足足へへのの対対応応かからら得得らられれたたもものの～～  
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東日本大震災によって生じた電力不足への対応 

 
2011 年夏、東京電力管内では 大 620 万 kW の大幅な電力

不足が見込まれ、国が電気事業法に基づき大口需要家に電力の

15%の使用制限を課すという事態に至った。 
都では、2011 年 5 月に策定した「東京都電力対策緊急プロ

グラム」に基づき、都自らの事業における節電を徹底するとと

もに、これまでの気候変動対策の成果を活かし、様々な方法で

都民・企業等に節電の実践を働きかけた。 
オフィスの照明照度の見直し、LED への切替え、家電製品の

省エネ設定等、都民・企業等の積極的な取組により、2011 年夏

期の 大電力は 2010 年夏期に比べ約 1,000 万 kW 削減され、

計画停電が実施されるような事態は回避された。 
 

 

 

 

 

 

事 項 内 容 実 績 
大規模事業所に対す

る節電アドバイス 
・「節電重点 10 対策」等を作成 
・ビルオーナー向け・テナント向けの節電セミナ

ーを実施 
・省エネ専門家が事業所を訪問し、節電アドバ

イスを実施 

・セミナー参加 1,956 名 
・アドバイス実施  100 件 

中小規模事業所に対

する無料省エネ診断 
技術専門家が直接事業所に訪問し、電気やガス

等の使用状況を診断、省エネに関する提案や技

術的な助言を実施 

約 490 件 
2011 年度末までに、 
診断 586 件、運用改善 93 件 

家庭向け節電アドバ

イザー 
家庭の省エネ診断員制度統括団体のスタッフ

約 3,000 人が、「東京都認定節電アドバイザー」

として家庭等を訪問し節電アドバイスを実施 

約 33 万件 
2011 年度末までに約52 万件 

都関連施設での取組 空調運転方法の見直しや照明の 1/2 消灯など

の実施 
都施設全体で 15％の削減目

標を達成。都庁舎では 29%の

削減を実現 
 

2011 年夏の都の電力対策（主なもの） 
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2011 年夏以降の節電の定着 

 2011 年夏以降も、照明照度の見直しなどが継続され、節電・

省エネルギーの取組が広く定着しつつある。 

このような大幅な節電が実施され、継続されていることは、

多くの都民・企業等の取組の成果である。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 

夏:約 1,000 万 kW(18%)減 

秋:約 400 万 kW(10%)減 
冬:約 160 万 kW(3%)減 

春:約 500 万 kW(11%)減 

震災後のピーク電力 
2011 夏～2012 春 

震災前のピーク電力 
2010 夏～2011 春* 
＊3/11 以降は 2010 のデータ 

万 kW 

※は気温補正後の節電実績 
（需給検証委員会資料より） 

※870 万 kW(15%)減 

※447 万 kW(11%)減 
※356 万 kW(7%)減 

※413 万 kW(10%)減 

（東京電力資料より東京都作成） 

［東京電力管内］ ピーク電力の推移（震災前後の比較） 

■一部に負担の大きかった状況も確かに存在した。 
・大規模事業所（工場）の 5 割で生産量の調整を実施 
・工場の夜間・早朝への操業シフト、休日操業に負担感 
・工場など生産現場での空調 28℃は困難 

■全体的には、オフィスビル等の業務商業系施設を中心に照明・空調で次のような効果的対策

が実施され、多くの事業所が 2012 年も継続して実施する意向である。 
・照明照度の見直し 

  従来の 750 ルクス以上から、500 ルクス程度あるいはそれ以下が主流に 
・空調 28℃の普及 

  共有部だけでなくテナントエリアでも空調 28℃が進む 
・消費電力の「見える化」の取組も進展 

■市民アンケートでも 8 割程度が街中・公共施設等での照明・空調の節電を支持している。 

2011 年夏の節電の実施状況 
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特に、オフィスや小売店舗における照明照度の見直しは大き

な成果を上げている。 
昨夏、オフィス等における照明の明るさは、従来の「750 ル

クス以上」から「500 ルクス以下」が主流となったが、都が実

施したアンケート調査では、多くの事業所が 2012 年も継続し

て実施する意向であることが明らかになった。 
 
 
 

 

 
●2010 年夏は、5 割の事業所が「750 ルクス程度」 
（「1,000 ルクス以上」も 2 割弱、「500 ルクス程度」あるいはそれ以下は 2 割） 

 

●2011 年夏は、7 割の事業所が「500 ルクス程度」あるいはそれ以下 
●2012 年夏も、6 割の事業所が「500 ルクス程度」あるいはそれ以下とする意向 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
●欧米諸国の多くは照度基準を 500 ルクス以下に設定 
●震災後、一般社団法人日本建築学会は、運用照度の引き下げとともに照度基準の見直しを緊急提言 
●国は JIS を改正し、500～1,000 ルクスという照度範囲を示した。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

照明環境に関する緊急提言の概要 
（2011/5/26 日本建築学会光環境運営委員会） 

・節電を行う期間は、震災後の電力供給が回復する一連の事態

収拾までではなく、地球温暖化ガスの排出削減目標達成まで

の期間とする。 

・現行の推奨照度から照度段階で原則 1 段階下げた値を運用照

度とする。 
（例）事業所の事務室 750 ﾙｸｽ⇒500 ﾙｸｽ 

・今回の節電を照明の理念を見直す契機と位置づけ、節電の期間

内に形成された照明環境の検証を行い、照明環境設計方法、基

準の再構築を求める。 

＊2011 年 5 月、国は JIS を改正し、推

奨照度 750 ﾙｸｽに加え、500 ﾙｸｽ～

1,000 ﾙｸｽという照度範囲を示した。 

300 ﾙｸｽ程度以下   500 ﾙｸｽ程度     750 ﾙｸｽ程度    1000 ﾙｸｽ程度以上   把握していない  

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

2% 

16% 

12% 50% 

55% 

19% 49% 16% 14% 

15% 1% 14% 

19% 4% 11% 

（東京都調査） 

都内のオフィスビル等では、500 ルクス以下の照明照度が主流に 

元々、明るすぎた日本の照度基準 

業務ビルの照度基準の比較（一般的な照度基準） 
単位：ルクス 

（資料）IEA/OECD.LIGHT’S LOBOUR’S LOST Policies for energy-efficient lighting. 2006  

 オフィス 

日本（JIS） 750 

* 

アメリカ・カナダ 200-500 

フランス 425 

ドイツ 500 

オーストラリア 160 
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時 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 

1,000 
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3,000 
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～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

万 kW 

産業：1,700 万 kW（3 割） 

業務：2,500 万 kW（4 割） 

家庭：1,800 万 kW（3 割） 

（資源エネルギー庁資料） 

※各数値は 14 時頃の状況 

参考 東京電力管内 夏期の 大需要日における需要曲線（節電実施前） 

業務部門 

491 

家庭部門 

305 

産業部門 

67 

（都道府県別エネルギー消費統計） 
単位：億 kWh 

消費電力量の部門別内訳 
（都内、2009 年度） 

参考 東京の電力消費の特徴 

東京では業務部門・家庭部門が電力量の 9 割を消費 

家庭部門と業務部門（事務所ビル、店舗等）の消費電力量の比

率が高いことが、東京の特徴となっている。この２つの部門で全

体の 9 割を占めている。 
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新たな段階に入った東京の省エネルギー 

2011 年夏の壮大な社会実験とも言える徹底した節電の経験

を通じて、私たちは、どこにエネルギーの無駄があったのか、

どのような対策が効果的なのか、逆にどのような取組は負担が

大きかったのかを知った。多くの試行錯誤を経て、これまでは

普及・定着化が難しいと思われてきたような節電が実行可能で

あることも分かった。 
これは、行政のみならず、都内の多くの都民・事業者が実感

していることである。厳しい電力需給を乗り切った経験を活か

して、新たなビジネススタイルも誕生しつつある。 
東京の省エネルギーの取組は既に新たな段階に入っており、

今、取り組むべきはこれを定着化させ、将来につなげていくこ

とである。 
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§§２２    22001122 年年夏夏以以降降のの省省エエネネルルギギーー推推進進方方針針  
            ～～ここれれままででのの経経験験をを活活かかししたた「「賢賢いい節節電電」」でで～～  
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前章で示したように、2011 年夏以降、これまでの明るすぎた

照明照度の見直し等により東京での電力消費のパターン自体が

変化し、消費電力の削減が秋・冬・春と継続している。 
多くの都民・事業者の取組によって得られたこの成果を活か

すとともに、無駄を排除し、「賢い節電」を徹底・定着化させる

ことが、2012 年夏以降の省エネルギーの基本となる。 
 

2012 年夏の電力需給の見通し 
国の需給検証委員会の報告書（2012 年 5 月 12 日）によると、

東京電力管内の 2012 年夏の電力需給の見通しは以下のとおり

である。 
単位：万 kW 

供給力 
※他地域への電力融通前の値 5,771 

猛暑の場合 平年並み 大電力需要 
※節電効果が加味された値 5,520 5,360 

供給力との差 251 411 
 

 

 

 

 

 

 
［東京電力管内］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

猛暑 平年並み 

万 kW

0 

4,000 

5,000 

6,000 

2010 2011 2012 見込み 

供給力（見込み） 
節電 

夏期の 大電力需要（2010-2011 実績と 2012 見込み） 

節電効果の定着化：400万kW 
（主として、照明照度の見直し等による効果） 

＋ 
夏場の空調管理：200万kW 
（夏期冷房需要：約2,000万kWの10%削減※） 
 

東京電力が想定する2010年夏比610万kWの

節電効果が創出できると推計 
 

※例えば、 

業務系建物等：室温を2℃上げる（26→28℃）

ことで約8.5％削減 

 家庭：室温を2℃上げる（26→28℃)ことで 
約20％削減（1℃上げると10%削減） 

                            （東京都試算） 
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5,502 万 kW 

2010.7.23 の電力需要から 
8%削減した値 

5,502 万 kW を超えるのは 1 時間だけ。 
万 kW 

（東京都試算） 

猛暑であっても、需給がひっ迫する可能性のある日や時間帯は限られる 

予備率 4.5%*を切る
（=5,423 万 kWを超
える）のも、3 日間
延べ 5 時間のみ 

＊需給検証委員会報告書

において、現時点で必

要と考えられる予備率

であるが、3%を超える

分は予見性が高まるの

に合わせて見直すべき

とされた値 

2010 年夏のピーク電力 
から 8%減した値 

5,771 万 kW － 103.5 万 kW ＝ 5,667.5 万 kW 
（東京電力供給力）   （他電力への融通） 

0 

4000 

5000 

6000 

5,502 万 kW 

7 
1 5 10 15 20 25 30 1 5 10 15 20 25 30 

8 
／ ／ 

万 kW 

2010 年比で経済影響等+2%、節電分△10%
で、5,502 万 kW を超えるのは 1 日だけ。

それも時間別に見てみると．．． 

3% 

＜想定 1＞ 
東京電力の供給力（8 月：5,771 万 kW）から西日本への融通（ 大 103.5 万 kW）を差し引くと、
5,667.5 万 kW。さらに予備率 3%（需要変動への対応分）を差し引くと 5,502 万 kW 

⇒ 大需要が 5,502 万 kW を超えると、予備率 3%を切るものと想定 

＜想定 2＞ 
2012 年の 大電力需要見込み（節電効果含む。）は、猛暑であった 2010 年の 大電力需要より 
経済影響等で+2%、節電分で△10%を見込む。（需給検証委員会報告書） 

⇒2010 年並みの猛暑の場合の日々のピーク電力は 2010 年比 8%減で推移するものと想定 

猛暑の場合であっても、無駄を排除し、無理のない節電に着実に取り組んでい

けば、需要変動に対応するために不可欠と言われている「予備率 3%」を切るよ

うな電力需給のひっ迫は毎日発生するものではなく、発生した場合もその時間帯

は限られる。 
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「賢い節電」の基本原則 
  

 これまでの節電の取組を考慮した今夏の 大電力需要の見込

みは供給力を下回っているが、他地域への電力融通や万が一の

事態への対応を考えると、引き続き節電の取組は必要である。 
また、節電・省エネルギーは、効率の低い火力発電所の稼動

に伴う CO2 の増加に対処するためにも重要である。 
今夏以降に必要となるのは、工場に操業時間の変更を求める

ような無理のある対策ではなく、無駄遣いは徹底的になくし、

都市の魅力や快適性を大事にしながら、需給のひっ迫にも弾力

的に対応できる「賢い節電」である。 

 

賢い節電３原則 

１．無駄を排除し、無理なく「長続きできる省エネ対策」を推進 

昨夏見直された電気の使い方を定着化させ、無駄の排除を

徹底するとともに、経済的にもメリットのある省エネ対策

を、CO2 削減の視点も踏まえ、徹底し、定着させていく。 

 

２．ピークを見定め、必要なときにしっかり節電（ピークカット） 

猛暑であっても、需給がひっ迫する可能性のある日や時間帯

は限られる。日常的に取り組む省エネ対策と、需給ひっ迫

時に追加的に実施するピークカット対策とに分けて対策

を計画化しておく。 

 

３．経済活動や都市のにぎわい・快適性を損なう取組は、原則

的に実施しない。 

工場に操業日や操業時間の変更を求めるような、経済活動

に大きく負荷をかける取組は行わない。また、快適なオフ

ィス環境・住環境等の維持・確保と両立する取組を進めるた

め、ピークカット効果が小さく、負担の大きい一部の取組

は、実施を前提としない。 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

事業所向け「賢い節電」７か条 
 

１．500 ルクス以下を徹底し、無駄を排除、照明照度の見直しを定着化 
通年の取組が可能な対策として、2011 年夏に東京で実践された照明の間引き・照度の見直

しを定着化させる（執務室の机上は、500 ルクス以下（300～500 ルクス程度））。 
 

２．「実際の室温で 28℃」を目安に、それを上回らないよう上手に節電 

＜湿度管理も併せて行い快適性を確保＞ 
執務室の室温管理のために次の取組を実践 

①実際の室温を確認 

②サーキュレーター（扇風機）を活用し室内の空気をかき混ぜる。 

③ブラインドを上手に利用(ブラインドの羽根は水平にし昼光利用と熱負荷軽減を同時実現) 

④室内 CO2 濃度の適正管理で外気導入量を削減 

⑤湿度管理も併せて行い、湿度が高い場合は室温を低めに管理 

 

３．ＯＡ機器の省エネモード設定を徹底 
パソコンやプリンタの待機電力の削減や画面の輝度＊の抑制など、オフィス機器等で通年の

取組が可能な省エネ対策を徹底 

 

４．電力の「見える化」で、効果を共有しながら、みんなで実践 

＜「デマンド監視装置」で最大使用電力を把握＞ 
デマンド監視装置やビルエネルギー管理システムで使用電力と消費電力の大きな設備等を

把握。対策効果を把握しながら、事業主・ビルオーナー・テナント・顧客が一体となって、

効果的な省エネルギー・ピークカットを実践 

 

５．執務室等の環境に影響を与えず、機器の効率アップで省エネを 
エレベータ機械室・電気室の換気停止や温度設定の見直し（30℃以上設定）、フィルターの

定期的な清掃などの保守管理の徹底など設備機器の効率的な運転を実施 
 

６．エレベータの停止など効果が小さく負担が大きい取組は、原則的に実施し

ない。 
オフィスや駅構内・ホーム等でのエレベータ／エスカレータの使用停止や、通勤時間帯の

電車の空調 28℃、作業場での空調 28℃、道路・歩道照明の夜間消灯、夜間操業や休日変更

等への無理な転換、猛暑日での過度な冷房使用の抑制など、労働環境の快適性等を過度に損

なう取組は、日常での実施を前提としない。 
 

７．電力需給ひっ迫が予告された時に追加実施する取組を事前に計画化 
電力需給ひっ迫時には、そのひっ迫の程度に合わせて追加的に取り組む対策を、事前に計

画しておく（エレベータ／エスカレータの使用停止など）。 

＊ 輝度：ディスプレイなどの画面の明るさの度合いのこと。 
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東京都では都内事業所におけるグッドプラクティスをホームページで提供しています。 
   ① 3/12 日経環境シンポジウム「節電の先のスマートエネルギーシティへ」 
     オフィスビル・大学等における 2011 年夏と今後の“賢い”取組などを紹介（公表中） 
   ② 大規模事業所における取組事例 
     節電・省エネセミナーでの事例を紹介（5 月中旬から公表予定） 
   ③ 中小規模事業所における取組事例 
     優良事例説明会での事例を紹介（公表中） 
   ④ 2011 年夏の事業所における取組事例 
     現場の担当者が、どのような手順で、どのような苦労のもとに、対策を実施してきたか具

体的な話をヒアリングした「対策レポート」を紹介（5 月中旬から順次公表予定） 

■ テナントと協働した照明照度の見直しで 18％の節電（全体で 20%の節電） 

～大規模テナントビルにおける事例～ 
 

■ リアルタイムの「見える化」でデマンドを管理し、33％の節電 

～中小規模の工場における事例～ 

○ 従前からの電力監視装置に、リアルタイム表示と過去のデマ

ンド値・電力使用量データが閲覧できるサービスを導入 

○ データ分析から、生産機械よりも、照明・空調で使う電気が

大半と判明（生産機械は 1/4 程度）し、対策を実施 

＜実施した節電対策＞ 
・ まぶしいほどだった天井照明を 1/2～2/3 削減 
・ 工場用エアコンは、吸い込み口や離れた場所など

場内各所で実測し、 適な温度に調節 
 

デマンドグラフ 

○ 2011 年夏の電力使用制限令を受け、義務を超える 20％の 大電力削減を実現 
○ 節電効果のうち 90％が照明対策によるものと分析 

＜実施した節電対策＞ 

共用部 

・ 照明を 大 80％削減 
＊フロアごとの調光システムで、店舗の多いフロアは 

明るく、一般オフィスは控えめに調整 
・ 廊下の空調停止 など 

専有部 

・ テナントへの協力依頼 
- 空調 27～28℃ 

 - 400 ルクス以下を目安に蛍光灯約 20％間引き 
＊ 間引く照明について事前にテナントとじっくり交渉 

 

震災後に導入 

 ・年２回のテナント会議 

・随時の意見交換 

テナントとの密接な情報交換 

テナントの要望を吸い上げ

個別事情に応じて調整 

契約電力▲33％、使用電力量▲38％を達成 

2010 年 7 月と 2011 年 7 月の比較 

グッドプラクティス事例 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

家庭向け「賢い節電」７か条 
 
１．夏は、冷蔵庫の庫内温度設定「中」を徹底 

一回の設定変更で、継続的に省エネ・節電できる対策をしっかり実践 

 
２．テレビの省エネモード設定を徹底 

テレビの省エネモード設定や輝度を下げる設定にするなど、一回の設定変更で、継続的に

省エネ・節電できる対策をしっかり実践 

 
３．白熱電球は、ＬＥＤや電球形蛍光灯へ交換 

一回の交換で継続的に省エネ・節電できる対策をしっかり実践 

 
４．「実際の室温で 28℃」を目安に、それを上回らないよう、エアコンや扇風機

などを上手に使う。 

＜湿度が高い日は室内温度を下げたほうが省エネに＞ 

このために次の取組を実践 
①フィルターをこまめに掃除する。 
②扇風機で室内の空気をかき回す。 
③すだれや緑のカーテンで日射を遮る。 
④室外機のまわりに物を置かない。 
⑤室外機への日射を遮るために、すだれで日陰をつくる。 
⑥除湿運転や頻繁なオン・オフを行わない。 

（「30 分程度の外出」であればエアコンは付けたままにして消さない。） 

 
５．猛暑日にはエアコン使用の過度な抑制は行わない。 

熱中症に注意し、猛暑日に健康を損なうような節電をしない。 

 
６．家電製品等のこまめな省エネを実践 

不要なときはテレビを消す、日中は照明を消して夜間の点灯も 小限にする、使用していな

い家電製品のプラグはコンセントから抜く、節水する、冷蔵庫の扉を開ける時間をできるだけ減

らし食品を詰め込まないようにする、紙パック式掃除機はこまめにパックを交換する  など 
 
７．消費電力の大きい家電製品は、平日 14 時前後での使用を控える。 

電力需給ひっ迫が予告された時には、特に、使用を控える。 

ＩＨクッキングヒーター、電子レンジ、電気ポット、アイロン、浴室乾燥機、洗濯乾燥機

など、特に消費電力の大きい家電製品について、平日の 14 時前後での使用を控える。電子レ

ンジ使用時にはエアコンを切るなど、消費電力の大きい家電製品の同時使用を避ける  など 
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■LED 電球の選び方 
LED 電球の消費電力は、白熱電球の 4 分の 1 から

6 分の 1、寿命は約 40 倍です。買換えの時は、電球

の明るさや口金のサイズをチェックしましょう。

LED 電球の明るさの基準は、ルーメン（lm）で統

一されています。 
 
        明るさをチェック 

ランプから出る光量を示すルーメン（lm）の 

数値が大きいほど明るくなります。 

 

        口金のサイズをチェック 
口金のサイズは、大きく分けて E26 口金と E17 口金の 

2 種類です。取付口に合わせたサイズを選びましょう。 

■テレビの省エネモード設定方法の例 
～液晶テレビ画面の明るさを抑える場合の一例 

■冷蔵庫の庫内温度設定の変更方法 
庫内に温度調節ダイヤルがある場合の例 
 

ポイント １ 

ポイント ２ 

明るさの目安 ワット（W）とルーメン(lm) 

（出典）一般社団法人日本電球工業会ガイドライン 

夏は「中」に、 
その他の季節は「弱」に調整 

（注）扉の表側に操作パネルが付いている機種もあります。 

家庭における「賢い節電」実践ポイント 
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「賢い節電」の徹底と定着に向けた東京都の施策 

 

■大規模事業所向けの施策 

 ○ 節電・省エネセミナーの開催による、優良事例と賢い対策

の普及 

環境確保条例に基づくキャップ＆トレード制度の対象

である大規模事業所に対し、より賢い節電・省エネ対策の

実施を推進する。ビルオーナー・テナント向けの節電・省

エネセミナー（2012 年 5 月 18 日）や、トップレベル事業

所事例発表会（2012 年 6 月 6 日）等の機会を捉えて、グッ

ドプラクティスやより賢い対策の紹介、2011 年夏の取組状

況を踏まえて削減余地があり、かつ、効果の大きい対策の

紹介等を実施する。 

 

■中小規模事業所向けの施策 

○ クール・ネット東京が無料省エネ診断を実施 

東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネッ

ト東京）が無料省エネ診断（年間約 600 件）を実施し、具

体的な節電・省エネ対策のアドバイスを行う。また、業種

別研修会や区市町村等と連携した節電・省エネ研修会を、

夏に向けて重点的に実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種別省エネ対策テキストの作成・公表、研修会の開催 

中小規模事業者が加盟する業界団体の協力のもと、個々の業種

の特徴に適した「省エネ対策テキスト」の作成及び研修会を開催

し、具体的な省エネ対策を支援しています。 
 

＜業種別省エネテキスト＞ 
・オフィス空間 ・ガソリンスタンド 
・コンビニ   ・遊戯施設 
・美容室    ・介護施設 
・ホテル    ・フィットネス 
・印刷業    ・クリーニング業 
・菓子工場          他 

※ 全 21 業種をホームページに掲載 

(URL) http://www.tokyo-co2down.jp/ 
seminar/type/text/ 
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○ 節電・省エネセミナーの開催による、優良事例と賢い対

策の普及 

環境確保条例に基づく中小規模事業所向けの省エネ・

CO2 削減のための制度（地球温暖化対策報告書制度：2011
年度は 3 万事業所を超える提出）の対象事業所に対するセ

ミナーの機会を捉えて、2011 年夏の取組状況を踏まえたよ

り賢い節電・省エネ対策の紹介等を実施する（2012 年 6
月中旬）。 

 

○ エネルギーの無駄をなくした省エネ型営業スタイルへの

転換に向け、企業等と連携 

2011 年夏の節電・省エネルギーの経験等を踏まえ、照明

や空調の使い方などこれまでのエネルギー利用のあり方の

見直しを検討し、無駄なエネルギー使用を削減した省エネ

型営業スタイルの定着を推進していく。 
 

○デマンド監視装置等の設置に対する支援 

中小企業に対し、デマンド監視装置や自家発電設備、蓄

電池の導入に対する助成を行うことで、電力需要の抑制や

事業活動の継続に必要な電力確保の取組を推進する。 

 

 デマンド監視装置等による使用電力の「見える化」 

デマンド監視装置等の導入により、リアルタイムの使用電力(kW)や設

備機器ごとの内訳について監視モニター等での把握が可能となる。これ

により節電意識の向上が図られるとともに、より効果の高い節電・省エ

ネ対策に取り組むことができる。また、時間・機器別等で使用電力を把

握できることから計画的なピークカットが可能となり、契約電力の引き

下げなど経済的メリットも期待できる。 
 

0

2 00

4 00

6 00

8 00

時 間

 

0

200

400

600

800

（監視モニター） 

※電力目標値を超える予測が

された場合、警報を通知 

 

＜画面イメージ＞ 
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7 月 19 日  
午後 2 時 

リアルタイム表示 

  485 kW 

・空調 208 kW 

・照明 153kW 

・ｺﾝｾﾝﾄ 124kW 

 節電警報！ 
 

使用電力が、設定した

目標デマンドを超えそ

うです。ただちに節電

を行ってください。 
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■家庭向けの施策 

○ 約 4,000 人の節電アドバイザーが節電・省エネ対策をア

ドバイス 

2011 年夏に引き続き、2012 年 6 月から節電アドバイザ

ーが各家庭に対する節電・省エネ対策のアドバイスを実施

していく。戸別訪問のほか、統括団体が実施する各種講座

やイベント等で、効果的な対策について無料でアドバイス

を行う。 

2012 年夏は、区市町村が実施する省エネセミナーや、商

業店舗内で実施する省エネ対策紹介等への節電アドバイザ

ーの派遣を拡大していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■首都圏自治体との連携 

都内区市町村と密接な連携を図るとともに、九都県市の共同

行動により、首都圏自治体が連携して、節電・省エネルギーの

普及啓発に取り組む。 

 

 

 

 

 

東京都 

  

各家庭 

都の研修を受講 

「東京都認定節電 

 アドバイザー登録証」 

 を交付 -節電アドバイザーが 

各戸訪問や各種講座、イベント等で 

節電対策を提案 

-区市町村や商業店舗等とも連携 広報東京都・新聞広告・ 

環境局ホームページ等 

を通じた普及啓発 

節電行動の実践 

「東京都家庭の省エネ診断員制度」統括団体 

生活協同組合パルシステム東京、東京ガス㈱、

青梅ガス㈱、多摩市住宅建設協同組合、東京

電力㈱、武陽ガス㈱、昭島ガス㈱ 

「家庭の節電アドバイザー事業」スキーム 
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１．2011 年夏の取組結果 
2011 年夏、都庁舎では、2010 年夏ピーク電力（11,100kW）比 25%削減（8,325kW）を上

限目標として様々な対策を実施した結果、29％の削減を達成した。 

２．現在も無理のない省エネ継続中 
～「無理のない省エネ対策」の定着化と、 

需給ひっ迫の程度に応じたピークカット対策の実施 ～ 
2011 年秋以降も、執務室の照明の 1/2 間引き（照度 500 ルクス以下）等の対策を継続して

いる。現在も 2010 年度比 10％程度の削減を継続させており、契約電力をこれまでの 11,100kW
から 9,500kW に削減し、運用中である。 

現在の一定の削減効果を継続させながら、需給ひっ迫時には、追加的な対策を実施していく

（なお、エレベータの停止など一部負担の大きい取組は原則的に実施しない。）。 
このため、現在実施している取組の更なる定着化を図るなど効果的な省エネ対策に日常的に

取り組みつつ、併せて、節電がより必要な日・時間を見極めてピークカットを実行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●都庁舎での取組 

追加対策 

その他 

空調 

照明 
• 執務室照明の 1/2 間引き（500 ルクス以下） 
• 窓際・出入口消灯 

• 執務室内温度 28℃を目安に上回らない。 
• CO2 濃度管理による空調機送付量の適正化 
• ロビーなど一部区域の空調停止 

日常取り組む

無理のない省

エネ対策 

電力ひっ迫時 

の対策 

• OA 機器の省エネ、電気使用量の「見える化」 
• 給湯器の一部停止、給茶機の 1/2 停止 など 

電力需給ひっ迫の程度に応じた対策を、2011 年夏の取組を参考

に事前に計画化（2011 年夏の実績：2010 年夏比 29％削減） 

15,000 12,168 
11,088 7,824 

29%減 

●都庁舎の 大需要電力（kW）の推移 

1991(H3)   2009(H21)  2010(H22)  2011(H23)  2012(H24) 

契約電力 11,100kW から

9,500kW へ変更して運用中 

都庁舎での取組 

 
 
その他の都施設においても、継続的な節電・省エネ対策に取り組んでいく。なお、昨夏一部負

担が大きかった取組（歩道・道路の夜間照明の消灯や、駅構内・ホームでのエレベータ／エスカ

レータの使用停止等）は、原則的に実施せず、電力需給ひっ迫の程度に応じて追加的に取り組む

対策としていく。 
こうした取組を進めることで、「2014 年度における知事部局からの温室効果ガス排出量を 2000

年度比で 20％削減」という都庁自らの温室効果ガス排出量の削減目標の達成も目指していく。 

都施設全体での取組 



24                                                  
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§§３３    ススママーートトエエネネルルギギーー都都市市のの実実現現をを目目指指ししてて  
           ～～「「賢賢いい節節電電」」をを土土台台にに、、東東京京がが目目指指すす先先進進都都市市のの姿姿～～  
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（（１１））目目指指すすべべききススママーートトエエネネルルギギーー都都市市のの姿姿 

 

スマートエネルギー都市とは  

気候変動対策に先導的に取り組むとともに、災害に備え、か

つ、都市の魅力と知的生産性の向上を図るため、§2 で述べた

「賢い節電」の土台の上に、将来の東京は低炭素・快適性・防

災力を同時に実現する「スマートエネルギー都市」へと進化し

ていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賢い節電と「低炭素」なエネルギー利用を経済・社会活動に内在化 

賢い節電が定着するとともに、CO2 の削減を可能とする低炭素型の社会システム

と技術、ライフスタイルが、東京の都市活動の中で、エネルギー需給の両面から

全面的に普及 

オフィス空間・居住環境の「快適性」を確保する節電・省エネの 適制御 

東京の経済活力の源泉である、知的生産の空間としてのオフィスや居住環境にお

ける快適性の向上を図りながら、生産性に配慮し、効果を見定めた節電・省エネ

対策が浸透 

高度な「防災力」を備えるエネルギー利用の多元化 

災害等の非常時など外部からのエネルギー供給が途絶えた場合でも、業務・生活

の継続性を確保するため、蓄電池や再生可能エネルギー等も活用した自立分散型

エネルギー利用の拡大 

３３つつをを同同時時にに実実現現すするるススママーートトエエネネルルギギーー都都市市  

快適性 

（オフィスの知的生産性も向上） 

防災力 

（高度防災都市を実現） 

低炭素 

（気候変動に先導的に対処） 

低炭素 

快適性 

防災力 
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取組の方向性 

スマートエネルギー都市を実現するためには、①節電・省エ

ネルギーの技術やノウハウを 大限に活用し、②低炭素・自立

分散型エネルギーの利用が進み、③エネルギー利用の更なる効

率化を実現するエネルギーマネジメントの仕組みが組み込まれ

た都市づくりが重要である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 省 エ ネ 技 術 や 

ノ ウハウを 大限

に活用した賢い

節電・省エネ 

CO2 の削減 

ピーク電力の 
抑制 

エネルギー利用

の多元化 

快適性・知的生産性

の向上 

 

② 低炭素・自立  

分散型エネルギ

ーの 利 用 拡 大 

 

③ エネルギー  

マネジメントによる

需給の 適制御 

 

スマートエネルギー

都市へ 

 

再生可能エネル

ギーの普及 

更なる低炭素化・ 

防災力の向上 

ネット・ゼロ・エネル

ギービル（ハウス）＊

の普及 

＋ ＋ 

再生可能エネルギー 
(メガワットソーラー・ 

風力・水力・地熱発電等) 

発電所 

 

再生可能エネルギー 
(太陽光・太陽熱等) 

コージェネレーション 

(ガス管) 

エネルギー管理 
運営事業者 

L N G L N G

L N G

(液化天然ガス基地) 

未利用エネルギー 
(下水熱・ビル排熱等) 

地域冷暖房 

デマンド 
レスポンス 

(送電線) 

スマートエネルギー都市におけるエネルギーマネジメント（イメージ） 

蓄電池 

(集合住宅) 

(戸建住宅) 

(オフィスビル・工場) 

次世代自動車 
(EV・pHV・FCV＊) 

＊ 躯体・設備の省エネ性能の向上、再生可能

エネルギーの活用等により、年間の一次エ

ネルギー消費量が正味（ﾈｯﾄ）でゼロ又は

おおむねゼロとなる建築物（住宅）のこと。

＊ EV ：電気自動車 

pHV：プラグインハイブリッド車 

FCV：燃料電池車 

(熱導管) 
(送電線) 
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■ 建築物の低炭素化に向けた環境性能の向上 
 
 

  ・ 断熱性能の向上を図るとともに、太陽の熱や光のほか風や緑などの   
自然のエネルギーを上手に利用するパッシブ性能の向上 

  ・ 高効率な建築設備（空調、照明、換気、給湯等）の導入 
 
 

■ 運用段階でのきめ細かな省エネルギー・節電 
 
 

・ 設備・機器の継続的な運用改善 
・ 高効率な OA 機器・家電製品の利用、BEMS・HEMS、蓄電池等の利用

を通じた「見える化」ときめ細かな「個別制御」 
 
 
 
 

 
 
 

 

■ 再生可能エネルギーの利用拡大 
 
 

・ 都内で活用可能な太陽エネルギー（太陽光発電・太陽熱利用）を中心

に普及拡大  
・ 都外でポテンシャルの大きいメガソーラー・風力発電・地熱発電等の

積極利用 
・ 出力の変動に応じて 使用電力の抑制や蓄電・蓄熱機器の効率的な利用 

 
 

■ エネルギーの多元的な利用による防災力の向上 
 
 

・ 電気、ガス、石油、蓄電池、再生可能エネルギー等の多元的な利用に

より業務・生活継続性の確保 
・ 災害時のみならず、通常時においても活用できる高効率なコージェネ

レーションシステムなど自立分散型エネルギーの利用拡大 

 
 
 
 
 
 

 

■ エネルギーマネジメントシステムが組み込まれた 
更なる低炭素・高度防災都市づくり 

 
 

・ 街区やコミュニティ単位などで複数の需要家を一体的に 適制御 
・    需要家自らが継続的に電力使用の抑制に協力する「デマンドレスポ

ンス」などインセンティブの活用 
・ オフィス街区では大規模なコージェネレーションシステムを導入す

るなどスケールメリット等により低炭素・防災力の更なる向上 

 
 

①省エネ技術やノウハウを 大限に活用した賢い節電・省エネ 

※BEMS（Building Energy 
Management System） 

※HEMS（Home Energy 
Management System） 

建物全体のエネルギー

供給や需要の状況を総合

的に把握し、機器や設備

の運転を効率的に行い、

総合的に省エネルギーを

実現するためのシステム 

※デマンドレスポンス 
  電力需給を 適制御す

る手法の一つとして、需

要家に対してインセンテ

ィブを通じた需要抑制を

促す仕組み。（季節・時間

帯別の電気料金メニュー、

負荷抑制を行った需要家

への経済的インセンティ

ブの付与等） 

②低炭素・自立分散型エネルギーの利用拡大 

③エネルギーマネジメントによる需給の 適制御 

※パッシブ性能 
日射・風・気温等の自

然環境を有効に活用する

建築物などの性能 
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スマートエネルギー都市の実現に向けた省エネ技術・取組事例 

 タスク・アンド・アンビエント技術 
 

 大丸有＊地区における地域エネルギーマネジメント実現可能性調査 
東京都では、オフィスビル集積地域における大規模なエネルギーマネジメントシステムの実現に

向け、都市開発事業者との共同調査を実施している。本調査では、コージェネや再生可能エネルギ

ーなど自立分散型エネルギーの導入を想定し、電気・熱の一体管理により低炭素かつ防災力の向上

を図りつつ、テナント参加型のエネルギー需給調整を行うなど、運営主体のあり方も含めた具体的

な事業スキームの検討を行っている。 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 
 

（kW） 

＜エネルギーマネジメントによる系統使用電力のピーク抑制効果（イメージ）＞ 

エネルギーマネジメントによる 
系統使用電力のピーク抑制効果 

太陽光発電による 
系統電力使用の抑制効果 

コージェネ発電による 
系統電力使用の抑制効果 

デマンドレスポンス 
による需要の抑制効果 

太陽光発電量 

コージェネ発電量 系統電力量 

（時） 

再生可能エネルギー

の出力変動や熱需要

に応じて、コージェネ

の運転台数の変更や

デマンドレスポンス

による需要抑制等に

より、エネルギー需給

の 適制御を行う。 

タスク・アンド・アンビエント照明では、従業員の近くに設置され、業務に必要な明るさを個人

の嗜好に合わせ提供するタスク照明と、天井や壁などに設置され空間全体を照らすアンビエント照

明との組み合わせにより、知的生産性の維持を図りながら建物全体でのエネルギー消費を削減。 

＊ 大手町・丸の内・有楽町 
だいまるゆう  

作業形態や、時間的な手元の明るさの

変化にきめ細かく対応可能 

（センサー） 

照明 

(ON) 

照明 

(OFF) 

在席 
不在 

手元は 
300～500 ﾙｸｽ 
を維持 
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（（２２））ススママーートトエエネネルルギギーー都都市市のの実実現現をを目目指指ししたた取取組組  
 

 

事業所における取組の促進 
 
○ キャップ＆トレード制度における、需要家による低炭素電

力・熱の選択を評価する仕組みの導入 
大規模事業所を対象とするキャップ＆トレード制度にお

いて、低炭素な電力や熱の選択をより評価する仕組みの導入

を検討する。 
また、高いエネルギー効率で運用されているコージェネレ

ーションの利用が評価される算定ルールの運用により、高効

率なコージェネレーションの導入・利用を促進していく。 
なお、電力事業者の CO2 排出係数悪化による対象事業所

側での CO2 排出量増という影響を回避するため、排出量の

算定においては電力の排出係数等は計画期間中固定して算

定していく。 
 
 

○ 地球温暖化対策報告書制度の着実な運用 

～中小規模事業者が自らの CO2 排出水準を評価できる

ベンチマークの導入 
地球温暖化対策報告書制度で収集した 3 万件を超える中小

規模事業所の CO2 排出状況のデータを活用し、事業者が、

他事業所と比較した自らの事業所の CO2 排出水準を把握で

きる自己評価指標（ベンチマーク）を作成・提供し、省エネ・

温暖化対策のステップアップを促していく。 
 

 

○ 低 CO２排出型の既存の中小規模建築物が不動産取引市場

で評価されるための取組の推進 

建物オーナーの省エネ改修の取組が投資家から評価され、

テナントから優良入居先として選択されていくような不動

産取引市場の形成を目指し、地球温暖化対策報告書制度等で

保有・公表している CO2 排出量など建物の環境性能につい

ての効果的な情報提供と発信により、低 CO2 型建物の普及

を推進していく。併せて、事業者が保有する建物の環境性能

をアピールできる表示制度の仕組みを検討していく。 
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新築建築物の省エネ性能の向上 
 

○ 建築物の省エネ性能の更なる強化 

大規模建築物の更なる省エネ性能向上を図り、今後建築さ

れる建築物の取組レベルの底上げを図るため、省エネ基準の

見直しを検討する。加えて、中規模建築物の省エネ性能の向

上を図るため、計画書の提出の義務化を新たに検討する。 

なお、自然採光や自然通風等を上手に利用するパッシブデ

ザインの採用は、建物の省エネルギーにもつながることから、

引き続きその取組を促していく。 

また、よりスマートなエネルギー利用の推進に向けて、大

規模建築物に対し、建物内のエネルギー消費量等の「見える

化」の取組をより高く評価する仕組みを検討していく。 

 

 

○ 再生可能エネルギー利用の一層の拡大 

大規模建築物について、これまでの導入実績や国における

固定価格買取制度の導入も踏まえ、新築時での再生可能エネ

ルギー設備の導入を拡大していくため、一定割合の設備の設

置義務付けなどの仕組みを検討する。 

また、中規模建築物についても、再生可能エネルギー設備

の導入検討の義務付けを検討する。 

 

 

○ 建築物の環境性能に関する表示内容の拡充 

新築建築物について、建物の総合的な環境性能を表示する

仕組みを検討する。 

既築建築物については、運用段階での省エネルギー等をよ

り推進する必要がある観点から、引き続き CO2 排出量の情報

公開を推進していく。なお、中小建築物については、事業者

が保有する建物の高い環境性能をアピールできる表示制度の

仕組みを検討していく。 
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住宅における取組の促進 
 

○ 住宅の省エネルギー性能の一層の向上 

環境確保条例に基づくマンション環境性能表示制度を活用

し、大規模マンションの省エネ性能の評価基準の引き上げや、

中規模マンションの省エネ性能等に関する計画書の提出義務

化を検討していく。 

併せて、太陽の光や熱をそのまま利用するパッシブソーラーの

採用などを促していくことで省エネ性能の一層の向上を図る。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○ 住宅における太陽熱利用の拡大 

太陽熱利用は太陽光発電ほど普及が進んでいないが、 近

では、デザイン的に優れた屋根一体型のパネルや集合住宅のバ

ルコニーに設置できるパネルなど、新たなタイプの製品が登場

してきている。こうした優れた製品を活用した新しい太陽熱

住宅の建設を進めるため、住宅供給事業者を対象とした新築

住宅向け補助事業を通じ、太陽熱利用の拡大を図っていく。

（概要を次ページに記載） 
 
 
○ 家庭の省エネ診断のスキームを活用した、住まいへの再生

可能エネルギー等の普及促進 

  家庭の節電アドバイザー等が行う対策アドバイスにおいて、

国における固定価格買取制度の開始による太陽光発電の導入

メリットの周知や、都が推進する太陽光発電の新たな普及ス

キームの活用、さらには太陽熱を利用した温水利用やトップ

ランナー基準を満たした高効率給湯器の普及等を推進してい

く。 
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★ 

建物の断熱性能 

マンション環境性能表示制度にみる省エネルギー性能の向上（★★★が 高格付） 
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再生可能エネルギーなどの低炭素電源や 

自立分散型電源の利用拡大 
 

○ 住宅における太陽光発電の新たな普及スキームの検討 
  国における固定価格買取制度の導入も踏まえ、民間企業等

と連携し、リーズナブルで、十分なアフターケアにより安心

してパネルを設置できる新たな普及スキームを検討し、太陽

光発電の更なる普及拡大を進めていく。 
 
 
○ 住宅における太陽熱利用の拡大（再掲） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 都内への太陽熱利用システムの導入拡大のため、新築の集合住宅や

戸建住宅に新技術を活用した太陽熱利用システムを設置する住宅供給

事業者に対して支援を実施しています。 
補助率：２分の１ （平成 23～27 年度事業）    

 

クール・ネット東京ホームページ 
(URL) http://www.tokyo-co2down.jp/shugo/ 

住宅供給事業者向け集合住宅等太陽熱導入促進事業 

 
 

家庭の電力を確保するための創エネルギー機器導入を支援しています。 
～ 受付期限：平成 24 年度末まで ～ 

 

対象システム 補助金単価 

太陽光発電システム １ｋＷあたり 10 万円 

太陽熱利用システム ※電気温水器からの切替が条件 
（太陽熱温水器・ソーラーシステム） １㎡あたり 7 万円 

ガスコージェネレーションシステム 
（ガス発電給湯器・燃料電池） １ｋＷあたり 10 万円 

蓄電システム １ｋＷあたり 10 万円 
 
 
＜補助金申請に関する受付相談窓口＞ 

東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）電話 03-5388-3472 

住宅用創エネルギー機器等導入促進事業 

「給湯や暖房など比

較的低温で利用され

る熱は、なるべく太陽

熱や地中熱などの再

生可能エネルギーに

よって生み出される

熱で賄いましょう」と

いう考え方です。 



                                                35 

                                                   
東京都環境局 

 

○ 開発計画の早い段階での高効率コージェネレーションシステ

ム利用の検討を促す仕組みの導入 

一定の熱需要が見込まれる大規模な開発においては、発電

の際に生じる排熱を利用する高効率なコージェネレーション

の導入も有効である。計画の早い段階からの導入検討を促す

ため、都エネルギー有効利用計画制度において、高効率なコ

ージェネレーション導入を促す仕組みを検討する。 

 

 

○ キャップ＆トレード制度を活用した高効率コージェネレー

ションシステムの利用推進 

キャップ＆トレード制度の対象事業所において、高いエネ

ルギー効率で運用されているコージェネレーションの削減効

果を評価することにより、高効率なコージェネレーションの

導入・利用を促進していく。 

 

 

○ 高効率コージェネレーションシステムの普及促進 

発電の際に生じる排熱の有効利用を可能とするとともに、

災害時にも電力供給が可能なコージェネレーションについて、

民間の都市開発と連携し、導入に対する助成を実施すること

で、普及を推進する。 
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エネルギー需給両面からの 適制御を 

組み込んだ都市づくり 
 

○ 住宅開発におけるエネルギーマネジメントの推進 

都営住宅等の建替えにより創出した用地等において、民間

事業者の創意工夫・技術力を活用し、エネルギーマネジメン

トシステムを導入したマンション開発のプロジェクトを推進

する。再生可能エネルギー、コージェネレーション、蓄電機

能等の設備を導入し、平時にはエネルギー需給の 適制御を

行い、災害時には生活の継続に必要な一定の電力を確保する

など、住宅におけるエネルギーマネジメントの普及と防災力

の向上を図っていく。      

 

 

○ オフィス街区における地域エネルギーマネジメントの推進 

都内のオフィスビル集積地域において、再生可能エネルギ

ーやコージェネレーションなど低炭素・自立分散型のエネルギ

ー利用を促進するとともに、エネルギー需給の一体管理によ

り、防災力の向上を図りながら、効率的なエネルギー利用を

進めるため、都市開発事業者等と連携した取組を推進する。 

大丸有地区をモデル街区とした調査（P30 参照）の結果を

踏まえ、地域エネルギーマネジメントのあり方について情報発

信を行うとともに、今後の都市開発への普及を図っていく。 

また、自立分散型エネルギーの確保に向けて、臨海副都心

等においてリーディングプロジェクトの具体化を図るなど、低

炭素で快適性にも優れ、かつ、災害にも強い都市づくりを推

進する。 

 

 

オフィス街における地域エネルギーマネジメントシステム イメージ  

風力発電 太陽光発電

地域EMS（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）

水力発電

供給情報(電気)

再生可能エネルギー

抑制要請

ｽﾏｰﾄﾊﾟｰｷﾝｸﾞ
EV等

充電器

オフィスビル

BEMS

需要情報

スマートパーキングセンター

・EV等、充電器、ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ管理

氷蓄熱蓄電池

抑制要請需要情報

需
要
情
報

抑
制
要
請

系統電力

供給情報(電気)

供給情報
(電気)

供給情報
(電気・熱)

供給情報
(熱)

高効率ｺｰｼﾞｪﾈ

風力発電 太陽光発電

地域EMS（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）

水力発電

供給情報(電気)

再生可能エネルギー

抑制要請

ｽﾏｰﾄﾊﾟｰｷﾝｸﾞ
EV等

充電器

オフィスビル

BEMS

需要情報

スマートパーキングセンター

・EV等、充電器、ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ管理

氷蓄熱蓄電池

抑制要請需要情報

需
要
情
報

抑
制
要
請

系統電力系統電力

供給情報(電気)

供給情報
(電気)

供給情報
(電気・熱)

供給情報
(熱)

高効率ｺｰｼﾞｪﾈ



                                                37 

                                                   
東京都環境局 

（（３３））民民間間事事業業者者等等ととのの連連携携  

民間事業者との連携 

節電に取り組みつつ、オフィスビルの快適性を維持し、併せ

て防災力の強化も図ることは、都市開発事業者やゼネコンなど

の民間事業者にとっても大きな課題となっている。 

都は、ZEB 化やエネルギーマネジメントシステムの導入などに

先進的に取り組む事業者や都内区市町村等と連携して、社会的

機運の醸成や新たなビジネスモデル構築などに取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際的な連携の強化 

現在、世界のエネルギーの７割は都市で消費されている。都

市のエネルギー効率の向上と低炭素化は、世界の諸都市が連携

し、率先して取り組まなければならない課題である。 

都は、キャップ＆トレード制度等の低炭素政策を推進し、民

間と連携した低炭素ビル開発を促進してきたが、こうした取組

や震災後のエネルギー対策には世界から高い関心が寄せられて

いる。 

都は、これらの取組と成果を様々な機会を通じて世界に発信

し、世界の諸都市に経験やノウハウを提供していく。さらに、

「スマートエネルギー都市」の実現へ向け、ZEB・ZEH（ネッ

ト・ゼロ・エネルギービル（ハウス））の推進方策等について、

先進大都市等との連携を一層進めていく。 

また、急速な都市化とエネルギー消費の急増に直面するアジ

ア諸都市では、省エネ、低炭素化のニーズが高まっていること

から、これらアジア諸都市への政策移転に積極的に協力し、ア

ジア地域の低炭素化に貢献していく。 

■主催：東京都環境局、日本経済新聞社 
■特別協賛：ジョンソンコントロールズ 山武 三菱電

機ビルテクノサービス、三井不動産 三菱地所 森ビル 

三井情報 清水建設 
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/ 
cap_and_trade/meeting/cat7846.html 

※ZEB（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾋﾞﾙ） 
建築物の躯体・設備の省

エネ性能の向上、エネルギ

ーの面的利用、再生可能エ

ネルギーの活用等により、

年間での一次エネルギー消

費量が正味(ネット)でゼロ

又はおおむねゼロとなる建

築物のこと。 

※ZEH（ﾈｯﾄ･ｾﾞﾛ･ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾊｳｽ） 
住宅の躯体・設備の省エ

ネ性能の向上、再生可能エ

ネルギーの活用等により、

年間での一次エネルギー消

費量が正味(ネット)でゼロ

又はおおむねゼロとなる住

宅のこと。 
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参 考 資 料 

 
１  2012 年夏以降の賢い節電・省エネの取組 
 

（１） 事業所向け「賢い節電対策」 
 

＜大規模事業所に特に推奨する取組＞ 
・ ビルオーナー向け 
・ テナント向け 

 
（２） 家庭向けパンフレット 

・ 「これからも、見直していきましょう、電気の使い方」 
 
（３） 東京都環境局ホームページのご案内（対策事例等の紹介） 

 
 
２ 都におけるこれまでの対応経過 
 
 
３ 都市エネルギー施策の推進 
 

（１） 需要地近接系統電源の強化・低炭素化 
  

（２） 東京天然ガス発電所プロジェクト 
 

（３） 地域分散型発電の推進 
  

（４） 再生可能エネルギーの利用拡大 
 
 

（参考） 
「電力需給に関する検討会合（第 6 回）・エネルギー・環境会議（第 8 回）合同会議」 
決定資料（平成 24 年 5 月 18 日 政府公表） 

  （「今夏の電力需給対策について」のポイント、今夏の需給ギャップの見込み、今夏の需給対策） 
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✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 
  
○2011 年夏以降の節電の取組を考慮した 2012年夏の最大電力需要の見込みは供給力を下回っているが、他地域への電力融通や万

が一の事態への対応を考えると、引き続き節電の取組は必要。また、節電・省エネルギーは、効率の低い火力発電所の稼動に伴

う CO２の増加に対処するためにも省エネにもつながつ節電対策の取組は重要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 事業所向け「賢い節電」７か条 

１．500 ルクス以下を徹底し、無駄を排除、照明照度の見直しを定着化 
通年の取組が可能な対策として、2011年夏に東京で実践された照明の間引き・照度の見直しを定着化させる。 

（執務室の机上は、500ルクス以下（300～500ルクス程度）） 

２．「実際の室温で 28℃」を目安に、それを上回らないよう上手に節電 

＜湿度管理も併せて行い快適性を確保＞ 
執務室の室温管理のために次の取組を実践 

①実際の室温を確認 

②サーキュレーター（扇風機）を活用し室内の空気をかき混ぜる 

③ブラインドを上手に利用（ブラインドの羽根は水平にし昼光利用と熱負荷軽減を同時実現） 

④室内 CO2濃度の適正管理で外気導入量を削減 

⑤湿度管理も併せて行い、湿度が高い場合は室温を低めに管理 

３．ＯＡ機器の省エネモード設定を徹底 
パソコンやプリンタの待機電力の削減や画面の輝度の抑制など、オフィス機器等で通年の取組が可能な省エネ対策を

徹底 

４．電力の「見える化」で、効果を共有しながら、みんなで実践 

＜「デマンド監視装置」で最大使用電力を把握＞ 
デマンド監視装置やビルエネルギー管理システムで使用電力と消費電力の大きな設備等を把握。対策効果を把握しなが

ら、事業主・ビルオーナー・テナント・顧客が一体となって、効果的な省エネルギー・ピークカットを実践 

５．執務室等の環境に影響を与えず、機器の効率アップで省エネを 
エレベータ機械室・電気室の換気停止や温度設定の見直し（30℃以上設定）、フィルターの定期的な清掃などの保守

管理の徹底など設備機器の効率的な運転を実施 

６．エレベータの停止など効果が小さく負担が大きい取組は、原則的に実施しない。 
オフィスや駅構内・ホーム等でのエレベータ／エスカレータの使用停止や、通勤時間帯の電車の空調 28℃、作業場で

の空調 28℃、道路・歩道照明の夜間消灯、夜間操業や休日変更等への無理な転換、猛暑日での過度な冷房使用の抑制

など、労働環境の快適性等を過度に損なう取組は、日常での実施を前提としない 

７．電力需給ひっ迫が予告された時に追加実施する取組を事前に計画化 
電力需給ひっ迫時に、そのひっ迫の程度に合わせて追加的に取り組む対策を事前に計画しておく（エレベータ／エスカ

レータの使用停止など） 

賢い節電３原則 

１．無駄を排除し、無理なく「長続きできる省エネ対策」を推進 
昨夏見直された電気の使い方を定着化させ、無駄の排除を徹底するとともに、経済的にもメリットのある省エネ対策を、CO2 削減の視

点も踏まえ、徹底し、定着させていく。 

２．ピークを見定め、必要なときにしっかり節電（ピークカット） 
猛暑であっても、需給がひっ迫する可能性のある日や時間帯は限られる。日常的に取り組む省エネ対策と、需給ひっ迫時に追加的に実施す

るピークカット対策とに分けて対策を計画化しておく。 

３．経済活動や都市のにぎわい・快適性を損なう取組は、原則的に実施しない。 
工場に操業日や操業時間の変更を求めるような、経済活動に大きく負荷をかける取組は行わない。また、快適なオフィス環境・住環境等

の維持・確保と両立する取組を進めるため、ピークカット効果が小さく、負担の大きい一部の取組は、実施を前提としない。 

１ 2012 年夏以降の賢い節電・省エネの取組 
（１） 事業所向け「賢い節電対策」 



＜大規模事業所に特に推奨する取組＞ 

2011 年夏、都は、都内大規模事業所に対して、「節電重点 10 対策（オーナー向け、テナント向け）」の実施

を提案。2012 年夏も同様に「節電重点 10 対策」の取組を提案していくが、特に、2011 年夏の節電対策に関

するアンケート調査結果（2011 年 9 月東京都環境局実施）等を踏まえ、削減効果があり今後も取組余地のある対策

の実施を提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ビルオーナー向け 

①照明：机上の照度は 500 ﾙｸｽ以下 

16%

12%

19%

55%

50%

49%

14%

19%

16%

4%

14%

15%

11%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2010年の取組状況

2011年の取組状況

2012年の実施可能性

300lx程度以下 500lx程度

750ｌｘ程度 1000lx程度以上

把握していない 回答なし

照度500ﾙｸｽ以下を省エネ対策の

基本に。 
タスクライトや調光により快適な照明

環境の確保  

• 「2011 年夏」、約７割の事業所が「500 ﾙｸｽ」以下に 
 
• 「2012 年夏の実施可能性」：約２割の事業所で「750  

ﾙｸｽ程度」以上で実施予定（※「照度を把握していない｣事

業所を含めると約３割） （←今後の取組ポイント） 

（参考）照明環境に関する緊急提言の概要（2011/5/26 日本建築学会光環境運営委員会） 
 
• 節電を行う期間は、震災後の電力供給が回復する一連の事態収拾までではなく、地球温暖化ガスの排出削減

目標達成までの期間とする。  
• 現行の推奨照度から照度段階で原則 1 段階下げた値を運用照度とする。（例）事業所の事務室 750 ﾙｸｽ⇒500 ﾙｸｽ 

※現行規格の前身である旧照度基準 1979 版(JIS Z9110:1979)の照度範囲 750～300 ﾙｸｽにおいて、500 ﾙｸｽは標準値、300
ﾙｸｽは最小値になっている（事務室 b の場合）。また旧照度基準 1960 版(JIS Z9110:1960)では、一般事務室の照度範

囲は 300～150 ﾙｸｽで標準値は 200 ﾙｸｽとなっている。白熱電球が主たるランプと位置づけられていた時代の基準のた

め、社会的要求の点などで現在と違いはあるものの、人間本来の視覚生理機能には大きな変化があるわけではなく、

現在でも参考にする価値はあると思われる。  
• 今回の節電を照明の理念を見直す契機と位置づけ、節電の期間内に形成された照明環境の検証を行い、照明

環境設計方法、基準の再構築を求める。 

「750 ﾙｸｽ以上」で実施予定 23% 

33%

66%

60%

11%

15%

13%

33%

14%

19%

13%

4%

8%

2%

1%

3%

3%

2%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2010年の取組状況

2011年の取組状況

2012年の実施可能性

29℃以上 28℃

27℃ 26℃

25℃ 24℃以下

把握していない

「26℃以下」で運転予定 26% 

②空調：「実際の室温」の適正管理 

「実際の室温で28℃」を目安に、 
それを上回らないよう上手に節電 

サーキュレーター等によりむらのない

温度分布と湿度管理で快適性を維持  

• 「2011 年夏」：居室（執務室）で「26℃以下」が約２割 
 
• 「2012 年夏の実施可能性」：居室で約３割、共用部の 

約２割の事業所で「26℃以下」で運転予定（←今後の取組

ポイント） 
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14%
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5%

31%

57%
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15%

11%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2010年の取組状況

2011年の取組状況

2012年の実施可能性

空調停止 29℃以上 28℃

27℃ 26℃ 25℃

24℃以下 把握して
いない

「26℃以下」で運転予定 19% 

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

執務室 

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

共用部 

(出典)東京における「今夏の節電対策」の実施結果（2011 年 12 月東京都） 

(出典)東京における「今夏の節電対策」の実施結果

（2011年12月東京都） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【参考】 2011 年夏に取組を提案した「節電重点 10 対策」は、「東京都電力対策緊急プログラム（2011(平成

23)年５月策定）」の参考資料 2（2）を参照 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/program/docs/empg_main.pdf 
 

③換気(1)：「外部負荷」の低減 

850ｐｐｍを目安に外気量を調整 
空調負荷軽減に向けた効果的な項目  
※なお、トップレベル事業所認定を受ける

ためには、CO2 濃度設定900ppm以上

での上手な運用管理が必要 

• 外気導入量を絞る調整については、「2011 年夏の取

組」・「2012 年夏の実施可能性」ともに、４割程度の

事業所で「実施無し」（←今後の取組ポイント） 

「実施なし」予定 38% 

④換気(2)：ファンの間欠運転 

機械室は30℃以上の設定を基本に。 
 
駐車場、倉庫では必要換気量に応じた

間欠運転が有効 

• 「2011 年夏の取組」・「2012 年夏の実施可能性」

ともに、機械室、倉庫、駐車場でのファンについて、

４割程度の事業所が「12 時間以上」で運転 

（←今後の取組ポイント） 

機械室 

駐車場 
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15 %
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2010年の取組状況

2011年の取組状況

2012年の実施可能性

常時停止 1時間

3時間 6時間

12時間 24時間

「12 時間以上」で実施予定 43% 

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

(出典)東京における「今夏の節電対策」の実施結果（2011 年 12 月東京都） 

(出典)東京における「今夏の節電対策」の実施結果（2011 年 12 月東京都） 

「12 時間以上」で実施予定 57% 
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24時間
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2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

「24 時間」運転予定 29% 
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常時停止 1時間

3時間 6時間

12時間 24時間

「12 時間以上」で実施予定 41% 

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

「24 時間」運転予定 16% 

「24 時間」運転予定 14% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■テナント向け 

①推進体制：エネルギー使用量の「見える化」と対策分析等 

自らのエネルギー使用量の 

程 度や 特徴 を把 握 し、 対策  

検討に活かす。 

• オーナーから、テナントのエネルギー使用量の通知を受ける。 

• テナントが独自にエネルギー供給会社と契約している場合に

は、エネルギー使用量についてオーナーへ情報提供する。 

 
＊2011 年夏に「オーナーから提供されたエネルギー消費量等の 

データ」について、ほぼ全てのテナントが「活用できた」と回答 

②空調：「実際の室温で 28℃」を目安に適正管理 

「実際の室温」が28℃を上回ら

ないよう、室温を管理 
＜オーナーと連携して取組を＞ 

 執務室での平均的な温度 
• 「2010 年夏」は「26℃」が 4 割。「28℃」が 3 割。 

• 「2011 年夏」は、6 割を超えるテナントが「28℃」を実施 

• 「2012 年夏の実施可能性」：6 割のテナントが「28℃」を継続 

予定 

28%

64%

62%
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21%

20%

37%
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1%

1% 1%1%
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昨夏の取組状況

今夏の取組状況

来夏の実施可能性

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

「28℃」で実施予定 62% 

執務室 

(出典)東京における「今夏の節電対策」の実施結果（2011 年 12 月東京都） 

34%

69%

69%

9%

13%

12%

57%

18%

19%

昨夏の取組状況

今夏の取組状況

来夏の実施可能性

●推進体制：テナントから“オーナーへの対策提案” 

• 「2010 年夏」は、オーナーへ対策を提案したテナントの割合は４割 

（6 割のテナントは「提案を実施していない」） 

• 「2011 年夏」は、8 割のテナントがオーナーへ節電対策を提案 

• 「2012 年夏の実施可能性」：8 割のテナントで実施の意向。 

• 一方、提案を行っていないテナントも２割存在（←今後の取組ポイント） 

2012年夏も、引き続き、 
オーナーへ対策の提案を。 

「複数項目の提案」を実施予定 69% 「提案予定なし」 19% 

(出典)東京における「今夏の節電対策」の実施結果（2011 年 12 月東京都） 

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 
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震災後
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フロア毎

機器毎
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時間単位

77%

97%

23%

3%

昨夏の取組状況

今夏の取組状況

97%のテナントが「活用できた」と回答 
震災後は、機器毎、日単位、時間単位

でのデータ提供の割合が増加 
(出典)東京における「今夏の節電対策」の実施結果（2011 年 12 月東京都） 

テナント向け「省エネカルテ」より集計 

（都キャップ＆トレード制度） 

2010 年夏 

2011 年夏 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③照明：照度は 500 ﾙｸｽ以下で管理 

＊建物全体に対する節電効果：１３％

（1/2間引き時） 
  オフィスビルの場合の事例。照明間引きによ

り空調負荷軽減への影響も含む値  ※節

電効果は、資源エネルギー庁資料「オフィス

ビルの節電行動フォーマット」より 

 執務室での平均的な照度 
• 「2010 年夏」は 4 割のテナントが「750 ﾙｸｽ程度」であったが、  

 ｢2011 年夏｣は 5 割のテナントが「500 ﾙｸｽ程度以下」に。 

• 「2012 年夏の実施可能性」：2011 年夏と同程度の取組が継続され 

 る予定。なお、３割の事業所では「照度を把握できていない」（←今後 

 の取組ポイント） 
 
 照明間引きの程度 
• 「2010 年夏」は約 8 割のテナントで「実施無し」。「2011 年夏」は

9 割のテナントで「対策実施」。「2012 年夏の実施可能性」：9 割のテ

ナントで対策を継続予定。なお、間引きの程度が「1/4 程度」で継続

予定のテナントも４割（←今後の取組ポイント） 

机上の照度は500ﾙｸｽ以下を

省エネ対策の基本に 
タスクライトや調光により快適な

照明環境の確保  
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来夏の実施可能性

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

1/2 程度以上での実施予定 53% 1/4 程度での実施予定 39% 

照明間引き 

の程度 

500 ﾙｸｽ以下で実施予定 52% 
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18%
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昨夏の取組状況

今夏の取組状況

来夏の実施可能性

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能

性 

照度を把握できていない 30% 

平均的な 

照度 

 ﾊﾟｿｺﾝ、fax、ｺﾋﾟｰ機、ﾌﾟﾘﾝﾀ等の省ｴﾈﾓｰﾄﾞ設定 

• 「2011 年夏」、「実施なし」はほぼゼロになり、「全ての機器 

で実施」の割合が、4 割から 7 割に増加 

• 「2012 年夏の実施可能性」：2011 年夏と同程度の取組が 

継続される予定。なお、３割の事業所は「一部機器での実施」 

に留まる見込み（←今後の取組ポイント） 

④コンセント：OA 機器の省エネモードの徹底と待機電力の削減 

省エネモード設定の徹底を 
１時間45分以内であれば「電源オフで

はなく、スリープモードのほうが省電力※ 

 
不要時にコンセントからプラグを抜くこ
とやス イッ チ付きテ ーブルタッ プの 
利用で待機電力の削減の徹底を 

＊ディスプレイの輝度40%で23%の節電効果（平均30%の節電効果

（輝度低減と未使用時の電源オフとスリープモードの組み合わせで） 

日本マイクロソフト（株）HPより 

8%

12%

11%
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31%

31%

4%

4%

74%

48%

48%

3%昨夏の取組状況

今夏の取組状況

来夏の実施可能性

 不要時のコンセントからのプラグの引抜き 

• 「2011 年夏」は 5 割のテナントが実施。「毎日退社時」での

取組実施が昨夏の 1 割から 3 割に向上 

• 「2012 年夏の実施可能性」：2011 年夏と同程度の取組が 

継続予定。ただし、「実施なし」も約 5 割存在（←今後の取組

ポイント） 
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来夏の実施可能性

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

「毎日退社時」での実施予定 31% 「実施なし」予定 48% 

一部の機器で実施予定 32% 

2010 年夏の取組状況 

2011 年夏の取組状況 

2012 年夏の実施可能性 

全ての機器で実施予定 67% 

OA 機器の 

省ｴﾈﾓｰﾄﾞ設定 

不要時の 

プラグ抜き 

(出典)東京における「今夏の節電対策」の実施結果（2011 年 12 月東京都） 

(出典)東京における「今夏の節電対策」の実施結果（2011 年 12 月東京都） 















（３）東京都環境局ホームページのご案内 （対策事例等の紹介） 
  

東京都では、環境局ホームページ（http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/）において、 
節電・省エネの具体的な対策事例等を掲載しています。 

 
 
節電へのご協力のお願い（節電・省エネのパンフレット等掲載） 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/setsuden/index.html 
 
都内事業所における「賢い節電＆省エネ対策」事例レポート（2011 年夏） 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/setsuden/good_practices/good_practices_2011sum
mer.html 

 
業種別省エネルギー対策テキスト 

（オフィス空間、ガソリンスタンド、お菓子工場、コンビニエンスストア、遊戯施設業、学校施設、ホテル、塗装業、

介護施設、美容室、フィットネスクラブ、リサイクル事業、病院、めっき工場、クリーニング業、光沢加工業、製麺

業、印刷業、スーパーマーケット、外食産業、テナントビル） 
http://www.tokyo-co2down.jp/seminar/type/text/ 

 
日経環境シンポジウム「オフィスビルの省エネ・節電を考える」（平成 24 年 3 月 12 日開催） 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/cap_and_trade/meeting/cat7846.html 
 
大規模事業所における取組事例（「節電・省エネセミナー」平成 24 年 5 月 18 日開催） 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/cap_and_trade/meeting/cat7892.html 
 
中小規模事業所における取組事例（「地球温暖化対策セミナー」平成 24 年 3 月 13・14 日開催）

http://www8.kankyo.metro.tokyo.jp/ondanka/news/20120321/index.html 
 
東京の低炭素ビル TOP30 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/international/top30.html 
 
東京における「2011 年夏の節電対策」の実施結果等（平成 23 年 12 月 1 日発表） 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/setsuden/cat7806.html 
 
 
 
 
 
英 語 情 報 
 
Tokyo's Climate Change Strategy Booklet （On the path to a low carbon city） 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/climate/index.html 
 
Low Emission Buildings TOP30 in Tokyo 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/int/top30.html  



２ 都におけるこれまでの対応経過 
 

都 国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
2011（平成 23）年 3 月 11 日 東日本大震災の発生 
2011（平成 23）年 3 月 14 日 計画停電開始

2011（平成 23）年 3 月 14 日 
都における電力不足への対応状況、及び今後の取組内容について公表 
・「東京都省エネ・節電緊急対策本部」を設置し、全庁をあげ、省

エネ・節電対策の強化に向けた緊急的な取組を速やかに実施 
・企業・業界団体等へ、省エネ・節電に関する要請を実施 
・節電・省エネの実施に関する都民、首都圏の皆さんへの協力のお

願い、節電対策ツールの提供 

2011（平成 23）年 3 月 18 日 
経済産業大臣に対して、電気事業法の政令に基づく利用規制に関す

る緊急要望を実施 
・「計画停電」から、「電気事業法の政令を活用した利用規制への可

及的速やかな移行」、「逼迫した電力の需給状況に適応した新たな

政令の制定」を求める。 
 

2011（平成 23）年 4 月 22 日 
内閣総理大臣及び内閣官房長官に対して、今後の電力需給の見通し

を踏まえた効果的な電力需要抑制対策の実施に関する、１都３県に

よる緊急提案を実施 

2011（平成 23）年 5 月 27 日 
「東京都電力対策緊急プログラム」の策定 
・電力危機突破のための都の緊急対策、及びエネルギー源の多様

化・分散化に向けた取組を示すとともに、低炭素・高度防災都市

を目指した施策の方向性について公表。 

2011（平成 23）年 3 月 13 日 
電力需給緊急対策本部の設置 
 
 

2011（平成 23）年 3 月 25 日 
電力需給緊急対策本部開催 
・基本的な方向を確認 
 

2011（平成 23）年 4 月 8 日 
電力需給緊急対策本部開催 
・計画停電は、「実施が原則」の

状態から、「不実施が原則」の

状態へ移行する。 

2011（平成 23）年 5 月 13 日 
電力需給緊急対策本部開催 

・大口需要家・小口需要家・家

庭の部門毎の需要抑制の目標

については、均一に▲15％と

する。（大口需要家に対して

は、実効性及び公平性を担保

する補完措置として電気事業

法第27 条を活用できるよう必

要な準備を進める。） 
・計画停電はセーフティーネッ

トとして位置づける。 
 

2011（平成 23）年 6 月 7 日 
エネルギー・環境会議（第 1 回）の

開催 
・エネルギーシステムの安全・安

定供給・効率・環境の要請に応

える短期・中期・長期からなる

革新的エネルギー・環境戦略の

検討を開始 

2011（平成 23）年 5 月 16 日 
電力需給緊急対策本部を電力需給に

関する検討会合に改組 



 
都 国 

  

 

2011（平成 23）年 7 月 7 日 
東京都環境審議会「東日本大震災を踏まえた今後の環境政策のあり

方について」（諮問）  
 

 

2011（平成 23）年 8 月 2 日 
東京天然ガス発電所プロジェクト開始 

2011（平成 23）年 11 月 
平成 24 年度 国の予算編成に対する東京都の提案要求 

 
2011（平成 23）年 11 月 21 日 
 東京都技術会議高度防災都市づくり部会地域分散型発電 WG 
 中間まとめの公表 
2011（平成 23）年 11 月 22 日 

九都県市首脳会議「首都圏のエネルギー問題に関する提言」 

2011（平成 23）年 12 月 1 日 
 東京における「今夏の節電対策」の実施結果を公表

2012（平成 24）年 2 月 13 日 
東京都環境審議会「東日本大震災を踏まえた今後の環境政策のあり

方について」（答申） 
今後の環境政策のあり方について、以下の観点から答申 

・低炭素・高度防災都市を目指した環境エネルギー政策 
・災害に伴う環境リスクから都民生活を守るための対策 
・震災後の東京のプレゼンスと国際競争力の回復・向上 

2012（平成 24）年 5 月 14 日 
「東京都省エネ・エネルギーマネジメント推進方針」の策定 

 

2011（平成 23）年 7 月 29 日 
エネルギー・環境会議（第 2 回）の

開催 
・「革新的エネルギー・環境戦略」 

策定に向けた中間的な整理の公表

2012（平成 24）年 4 月 23 日 
需給検証委員会（第 1 回）の開催 

・今夏における電力需給見通しの

レビューを実施 
※2012（平成 24）年 4 月 26 日

の第 2 回委員会で、東京都から

も 2011 年夏の取組等を紹介 

2012（平成 24）年 5 月 12 日 
需給検証委員会報告書の公表 

2012（平成 24）年 5 月 18 日 
エネルギー・環境会議（第 8 回）、

電力需給に関する検討会合（第6回）

 ・今夏における電力需給見通し・

需給対策方針の決定 

2011（平成 23）年 7 月 20 日 
電力需給に関する検討会合（第1回）

の開催 
 ・西日本５社の今夏の需給対策の  

公表 

2011（平成 23）年 11 月 1 日 
エネルギー・環境会議（第 4 回）、

電力需給に関する検討会合(第 3 回)
・「今冬の電力需給対策について」

とりまとめ 

2012（平成 24）年 1 月 26 日 
「東京電力の電気料金の値上げに対する、国、原子力損害賠償支援

機構及び東京電力への緊急要望」 
 
2012（平成 24）年 2 月 10 日 

九都県市首脳会議「東京電力の電気料金の値上げ及び東京電力と原

子力損害賠償支援機構による「総合特別事業計画」の策定に関する

緊急要望」 

2011（平成 23）年 12 月 22 日 
 「2020 年の東京」及び「『2020 年の東京』への実行プログラム 2012」

の策定 

2012（平成 24）年 5 月 17 日 
 東京天然ガス発電所プロジェクト第４回会議 
 ・天然ガス発電所設置技術検討調査結果の公表 
  



1,100 kW

LNG

3864.5 kW
40 941.5 kW

5 660.0 kW
1,600 kW  



�������	
���������� ���������	

�������	
�������� �������	
�������4������

�������	
��

������� ��	

� � � �

��	
�������
�����������

����������

�

�������	
������������

� � � �

����������� ���!"#$%

�������� � !"#$%&'()

2

�������

*+,-./ ������ ������

��������0� !"#$%&'()

��� !"
#$�%&'()*�+,-.�/0�12345

&���' () *

�
�������������������

�  !"#$%&����'()*+�, � -./0�12

6789:;<=�
>?@ABCDE��FGHI

&���'+()100,kW*

�������

,1--23 �	�
�� �	����

��������0� 4��!(5

,61--23 �	�
�� �	����
789: �;��<=> ��� !"

#��
J���KLMNOPQR�S0FG�TUVW�X�0
#��
YZR[\W�]^

-��.#/0)100,kW*

(?@4ABCDMACC��E�=��=>
1���2345()100,kW*

�������

FGHIJKLMN 4OP������!(5

(?@4ABCDMACC��E�=��=>

�������	
��

����	����

����������

��	�� 

������ ��	


���

��������
���

�������

	
��


���

QRS23T+ ������� �������

��� !"
#��_
`a3bca��defghijFFGkalmW�X�0

�����!"#�$

%&'()����*

+,-./ 


���

��������
�34

������

����

���

��������
��567

������

���

�������� �!"#$%&'

���+6#78/09 �:;<=>#78?@AB

�������	
����������� !"��������
���������	

���+6#78/09 �:;<=>#78?@AB

UVWXYZ[
VW\�]^n8op
qWrs
j�0t
U(_BC`DabYc'78

defghi	
Zjk+'��
������� 	
���������

������� 25% ��������� 15!

�"#$%&'(� 50)

�:;<CDEFGH�I>#J;

lPmn����N �opqrisZ�tuvD�

��ef '(uvw@x@yz@{|zC}

~� ��'(np�'(����������t

��n���t ������n��������t

���� �����

�"#$%&'(� 50)

���� ������

����� ���n�����t

���������� ������2#���

~�
8o'(b� ¡n�¢£22¤¥¦§ ¡�¢¨©ªt

«¬¬ ¬¬®�¯°

�� 13.73 �/kWh 14.06 �/kWh

��� 12.90 �/kWh 13.17 �/kWh

#°�©ª�±�²
~�W���³�´µ
¶ª·¸W
#¹ººKºº»�¯°ª¼�½
?(C�/03bc¾¿½

-KLMNOP#QR

#~�
8o'(b� ¡n�¢£22¤¥¦§ ¡�¢¨©ªt
#ÀÁ��'(���KÂÃ�	ÄÅÆÇKjF

�� 12.82 �/kWh 13.09 �/kWh

&:;<=>#!SF

#¹ººÈÉ(ÊvË
�ÈÉ£P�ÌÍÎ��
#ºº»®�°�(ÊvË
�Ï$�rs&�<ÐÑ�]^

-KLMN P#QR

IPP<PPS'4lPVWrw0x�y^=E�z���

°�ÈÉÒÓ ÔÕmÖ

 Õ�×ÈÉØ

�

ÙÕ�Ú#Û,3ÜÝ%gi0F ¡

�c��Þßàá�âã_
������
3äåæç±èéFê^�äëG�0ì
�íî"¦ïðê^�ñ
8opòón����¤�ô�õt

Üöi��

IPP<PPS{4lP�|}~��>VWrw0x!
BC`����`'�p�

�÷øùèéc�úû£3b�hüÎ�ýþèéc8opòón����¤�ô�õt
�±�� �������� Õ ¡

¹ººn� ¡t
'89:�;9, �

8o��n�t�����
�
	��
�����´� ��´����
.1n�¤��t �ÕjF�±���

1TUVWX�YZ#[F\

VW�����D�c��������0�������

�÷øùèéc�úû£3b�hüÎ�ýþèéc

'89:�;9,
.1n�¤��t��ÕjF�±���

ºº»
'<2=>9?@

AB,:�;9
�

ÀÁ��'(��n�t n��±���
��t��ºº»°������c

#��'(��3��c����&��ÙÆ��� �!"
#Ï$�¾�üÕe#�$%k&
#z@y'@(�¾���e�ä(j
#)*+�ºº»�<�ïð�,¦n-+ ¡�,¦t *

��





　・防災公園への自立電源の設置の検討
　・この際、防災公園から隣接のライフライン施設に対して電力供給も検討
　　　ライフライン隣接防災公園（舎人等）⇒今後事業候補地として選定

防災公園

電力供給

電力供給（非常時）

近接都市施設

病院・市場など

公園への
発電設備設置を検討

事業者

－ 災害時の防災活動拠点の機能を強化
　　・ 停電時にも避難拠点施設としての機能を維持

東京電力

電力供給

新   宿
地域冷暖房

センター

現行　　　　　　　のみ熱供給

電力供給（新規）

非常用発電機

電力供給（非常時）

　・ ２４年度の導入に向け地域冷暖房事業者等と調整を行っていく

－ 災害時の都庁舎の防災機能強化
　　・ 東京電力からの電力供給以外に新宿地区地域冷暖房センターから
　　　並行して供給を受けることで災害時の都庁舎の防災機能を強化

都庁舎

リーディングプロジェクト１

リーディングプロジェクト２

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

新宿都庁舎への電力供給の多元化 

防災公園への自立電源の設置 



　・ 臨海副都心：共同溝への自営線整備の検討・採算性精査中

コンテナふ頭 ガスエンジン

熱供給

オフィスビル オフィスビル

都による導入支援

電力供給

－ 既存の臨海熱供給システムを再編強化
　　・ 熱に加え、分散型電力ネットワークも導入
　　　（共同溝を活用し、東電に依存しない送電網を整備）
　　・ 発電排熱を副都心地域で広域利用し、高効率化を実現

電力供給

ビッグサイト等
公的ビル等

・ 再開発地域等におけるデベロッパーとの連携

熱供給

民間都市開発

東京電力

電力供給

都 に よ る
導 入 支 援

コージェネレーションシステム

『エネルギー効率　７０％以上』
（冷暖房用の熱供給＋発電）

－ 系統電力のみに依存しない、民間デベロッパーによるコージェネレーション
　　システム等の導入を後押し
　　・ 災害時にも拠点地域での事業継続を可能に（ＢＣＰ対策）
　　・ 帰宅困難者の受け入れ施設としても機能

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リーディングプロジェクト３

リーディングプロジェクト４

臨海副都心への分散型エネルギーネットワークの導入 

大規模複合開発等での 

コージェネレーションシステム等の導入促進 



 
 
 
 
 
  

高度防災都市づくりのための自立・分散型電源導入支援 

○ 目的 

災害時には都民生活を守り、都市機能を維持するとともに、低炭素な高度防災

都市を実現するため、天然ガスコージェネレーションなどによる自立・分散型電源の普

及拡大を目指す。 
 

○ 事業内容 

災害時にも事業継続が可能となる自立・分散型電源の設置に伴い、帰宅困難者

一時待機場所などを整備する事業者に対して、その設置に要する初期費用の一部

を補助する。 
 

○ 事業期間：平成 24～26 年度（3 年間） 
 

○ 補助率：設置に要する経費の 2 分の１ 
・高効率コージェネレーションシステム（常用型）：上限 3 億円 
・非常用発電機：上限 2 千万円 

 



 

（４）再生可能エネルギーの利用拡大 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

2003 

（平成15） 

2004 

（平成16）  
2008 

（平成20） 

2009 

（平成21） 

2010 

（平成22） 

1,358 1,554  1,572 7,470 11,314 

■「新築住宅向け、太陽熱補助事業」を実施中 
・ 事業期間   平成 23 年度～平成 27 年度 
・ 予算額   20 億円 
・ 補助率   対象経費の 2 分の 1 
・ 対象経費  設備費及び工事費 
・ 補助対象者 住宅供給事業者 

機能的・デザイン的に優れた新技術として、 
51 システム（集合住宅用 16、戸建住宅用 35） 
を採用（平成 23 年度末）し、新築住宅での 
太陽熱利用を支援 

（写真提供 三洋ホームズ株式会社） 

（写真提供 東京ガス株式会社） （写真提供 大和ハウス工業株式会社） 

（写真提供 三井ホーム株式会社） 

「太陽熱利用と太陽光発電のハイブリッド方式」 

「バルコニー型」 「大規模集合住宅向けの例」 

（屋根一体型）  

■ 都内太陽光発電の導入実績 

都内住宅用太陽光発電の設置件数 

都内  （単位：件） 

都内住宅用太陽光発電の導入設備容量 

平成 20 年度 月平均約 420kW  ⇒  平成 23 年度 月平均約 4,200kW 
 

 約 10 倍に拡大 飛躍的な利用拡大を達成  

戸建住宅の例 

集合住宅の例 

0

2 ,0 00

4 ,0 00

6 ,0 00

8 ,0 00

10 ,0 00

12 ,0 00

200 3年度 2 00 4年度 20 09年度 2 01 0年度

H22年度H21年度

2008
H20年度H15年度

H21.11 余剰買取制度

H21.1 国補助復活

H21.4 都補助開始

H20.8  都支援策発表

国補助廃止
(2005)

H16年度

200 5
H17年度

件

従来比７倍以上
に拡大

0

2 ,0 00
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8 ,0 00

10 ,0 00

12 ,0 00

200 3年度 2 00 4年度 20 09年度 2 01 0年度

H22年度H21年度

2008
H20年度H15年度

H21.11 余剰買取制度

H21.1 国補助復活

H21.4 都補助開始

H20.8  都支援策発表

国補助廃止
(2005)

H16年度

200 5
H17年度

件

従来比７倍以上
に拡大

200 3年度 
（平成 15） 
 

200 4年度 
（平成 16） 
 

200 5年度 
（平成 17） 
 

200 8年度 
（平成 20） 
 

200 9年度 
（平成 21） 
 

201 0年度 
（平成 22） 
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